
２０１８年消費者関連　　　　　　　　　　　 解説
副会長  大石 美奈子

　2016年4月電気の小売市場が全面自由化され、私たちは電気を自由に選べるようになりました。し
かし「規制なき独占」を防ぐため、一般電気事業者は規制料金メニューを経過措置として残すよう決
められており、スイッチングにより新メニューを選択していない消費者は、この規制料金での契約が
続いています。2020年4月以降は、競争が十分に起こっていないなどの理由で経産大臣が特に指定
する地域以外では、この経過措置は原則解除されることになっていますが、消費者委員会や消費者団
体連絡会が行った調査では、経過措置解除を知らないと答えた消費者が7割以上となっています。

　電力自由化のそもそもの目的は、１、電気の安定供給を確保する、２、電気料金の最大限の抑制につなげる、３、
事業者の新規参入と消費者の自由な選択を保証する、の３つです。また、家庭生活においては、エネルギー等の電
化が進んでおり、電気料金が家計に占める割合は年々増えています。低所得者保護や省エネ推進目的で作られた三
段階料金について、また燃料調整費制度、最終保障供給約款などの解除後の扱いをどうするのか。何より小売事業
者の公平な競争が持続的に続くために必要な市場条件は、などが重要な検討課題となっています。資源エネルギー
庁では、電力・ガス基本政策小委員会と、電力・ガス取引監視等委員会の2つの審議会が開催されており、経過措置
の解除基準については2019年の3月には結論を出す方向で検討中です。 

審議会委員報告❶
電気の経過措置料金の撤廃を想定した検討課題について
　● 総合資源エネルギー調査会　電力・ガス事業分科会　電力・ガス基本政策小委員会
　● 電力・ガス取引監視等委員会　経過措置専門会合

副会長  永沢 裕美子
　国土交通省の国土審議会土地政策分科会特別部会（座長は山野目章夫早稲田大学教授）では、「所
有者不明土地」の管理や利用のあり方について審議をしています。
　平成28年度に実施された地籍調査によれば、「所有者不明土地」の割合は全体の２割にものぼっ
ています。不動産の所有権を第三者に主張するための対抗要件として不動産登記制度がありますが、
義務ではないため、相続をしても登記手続きをしないまま放置する人が少なくありません。所有者
不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確

保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。
　本部会では、2017年度は、相続が生じた際に確実に登記に反映させるために相続登記を義務化することや、所有
者自身が土地の管理を行うことが難しい場合に、所有者が土地を手放し、受け皿となる団体等が適切に管理・利用
することができる仕組み作りの必要性等を確認しました。今年度は、前年度の議論を踏まえて、土地基本法（1989
年制定）の見直しの方向性について議論しています。所有者の土地の管理・利用に関する責務を法律で明記する他、
所有者が土地に関心を持たず放置し周辺の土地を適切に利用・管理することを難しくしている場合（例えば、危険
な崖地やゴミ屋敷）に、関係者の関与を法的に担保すること等が議論されています。

審議会委員報告❷

　金融機関の本人確認の手続きが以前にも増して厳しくなっていると感じることがありませんか？背景に今年、FATF
の第４次対日相互審査が予定されていることが少なからず関係しています。FATFとは、Financial Action Task 
Force（金融活動作業部会）の略で、麻薬や国際犯罪の摘発と収益の捕捉、テロ資金供与防止、大量破壊兵器の拡
散防止等を目的に1989年に設置された政府間会合です。現在、日本を含むOECD加盟国を中心に35カ国・地域と
2国際機関が加盟しており、相互に、FATFが公表した「40の勧告」に沿った国内法整備を求め、その状況を審査し
ています。審査の結果、不備が認められた場合は、不備の程度に応じて改善状況のフォローアップが行われます。
　実は、わが国は2008年に実施された第３次審査で、顧客管理等10項目について不履行との評価を受けました。
その対策として改正犯罪収益移転防止法が2013年に施行され、2014年には改正テロ資金提供処罰法等が施行さ
れました。2016年に資金決済法を改正し、仮想通貨交換業に登録制を導入したのもこうした動きの一環です。
　現在、金融庁を始めとした省庁や金融機関はFATF対応に余念がありません。これまで以上に厳しい本人確認が
求められる可能性もあります。金融機関には上記のような事情を消費者に伝え協力を求めるとともに、消費者の側
も理解と一定の受忍が求められているのではないでしょうか。

（岡本康昭・永沢裕美子）

土地基本法見直しの方向性（国土審議会報告）

第1回今を を調べて将来 開く

　2018年の国際標準の大きなニュースとしてキログラム単位の定義の変更がありました。キログラム原器という
モノの質量から光の波動による定義となり、より精緻になりました。また、我が国における社会システムの話題と
して、工業標準化法の産業標準化法への改訂が挙げられます。工業製品の調達者や利用者の選択基準が、物理化学
的な特性だけではなく、それらの開発段階における環境負荷を考慮した設計や提供方法といった形のない特性をも
重要とするようになったことが背景の１つです。また、国際規格の開発対象もマネジメントやセキュリティへと拡
がりが見られます。
　同時に、私たちの日常生活を見回してみても、モノとサービス、モノと情報は別もののようで、一体化している
場面が増えました。たとえば、おせち料理はモノですが、食材の販売、予約や引渡しのサービスが伴わなければ、
口に入りません。おみくじの棒の長さや重さにバラつきがあったら・・・と思うと、ちょっとがっかりです。
　形あるものとないもの、提供する立場と利用する立場など、垣根にとらわれず、将来に向かって「何を期待するか」
「どう実現するか」を、関係者が共有することがより強く求められると思います。
　今年も、重さや寸法で表現できない「安全」や「期待」についてさまざまな立場の方々と共に悩んで、実現に向け
て挑戦していきたいと思います。

消費生活研究所所長  戸部 依子
形がないことへの期待と挑戦

　今号より、消費生活研究所の研究員の皆様に持ち回りで執筆いただく連載コラム「今を調べて将来を開く」を開始します。
第1回は、戸部所長に執筆いただきました。

広報委員会では昨年11月、「NACSが選ぶ2018年10大ニュースアンケート」を実施しました。その回答をもとに10大ニュースと
番外編2件を選定しましたので、発表します。昨年も、多くの消費生活に関連する出来事が起こりました。さて、あなたご自身が選ん
だニュースは、何件採用されていますでしょうか。（ニュースに付されている番号は順位を示すものではありません）

成年年齢を１８歳に引下げる改正民法が6月に成立、２２年４月に施行されます。社会経験の乏しい若年
成人の消費者被害防止に向け対策が求められるなか、NACSも、この分野での消費者教育体制の一層の強
化が求めらます。
生涯に一度きりの晴れ着に関する、非常に胸が痛む事件でした。被害者数の多い地域では自治体や他の
事業者による救済策が講じられ特別相談窓口が開設されました。消費者庁からは救済名目の義援金詐欺
などの注意喚起がありました。
国内の仮想通貨交換業者であるコインチェックのシステムがハッキングされ、顧客から預かっていた580億
円に相当する仮想通貨が数日で流出。業者の体制の不備とともに、大学生までもが仮想通貨の投機に参加
している現状が明らかに。
四半世紀前のバブル崩壊を思い出させるような事件でした。不動産事業者、金融機関の不正等の問題点
は看過できませんが、一方で、消費者側にもスキームの危うさを見極める冷静な視点が必要だと考えさせ
られました。
西日本での豪雨、相次ぐ台風被害といった自然災害が相次ぎ、全国的にかつてない猛暑にもさらされまし
た。原因は気候変動にあると考えられ、地球温暖化の根源となる一人ひとりの暮らしを見直す必要があ
ります。
磁気治療器のレンタルオーナーになりませんか、と高齢者に巧みな話法で近づき多額の資金を集めていた
ジャパンライフがついに破綻。9月には干し柿ビジネスで投資利回り１０％などと謳い１０００億円以上集めた
ケフィア事業振興会も破綻。
デート商法や不安をあおられて結ばされた契約の取消権などが追加されたが、審議途中で「社会的経験の
乏しい」という要件を巡って紛糾、施行後3年を目途に検証を行い必要な措置を求めることが付帯決議さ
れました。
経団連の旗振りが奏功してか、今年一気に機運が高まったSDGs。企業には浸透したものの、一般消費者
の認知度はまだ低い様子。目標12「つくる責任 つかう責任」の達成に向けて、NACS会員皆でエシカル消
費の牽引を！
個人が保有する活用可能な資産をインターネットを介して流通させる経済活性化活動のことです。
「CtoC」の形態が前提にあり、購入する側と同様に供給する側も個人であることが消費者トラブル等の
発生防止の課題です。
免震機器メーカーによるマンション向け装置のデータ改ざん、自動車メーカーによる燃費・排ガス規制
データの改ざん、無資格者による完成車検査、鋼材メーカーの数値不正など、「大企業」によるデータ偽装
が多数発覚しました。
10月、前内閣府消費者委員会委員長の河上正二先生が会長に就任されました、全国で消費者活動を展開
する団体・グループ・人々に絶大な人気を誇る河上先生が会長を引き受けてくださったことで、NACS
は羨望の的に。先生、よろしくお願いいたします。
設立30年を迎えたNACS。6月には学士会館にて、記念式典が盛大に開催されました。式典では記念
講演・鼎談のほか、30年継続会員への表彰を実施。また式典開催にあわせ、「NACS30年史」も発行し
ました。
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はれのひ事件

コインチェック事件

改正民法
（成年年齢引き下げ）成立

かぼちゃの馬車事件
（サブリース問題）

自然災害多発
（気候変動深刻化）

改正消費者契約法が成立

シェアリングエコノミー拡大
（メルカリ）

ジャパンライフ事件

SDGs気運高まる

企業のデータ偽装多発

河上先生のNACS会長
ご就任

NACS設立３０周年

FATF（ファトフ）って何？


